
■高規格幹線道路の種類

《鹿児島県内の高規格幹線道路》

 「(E3)九州縦貫自動車道」

 「(E78)東九州自動車道」のうち
　　志布志ＩＣ～隼人東ＩＣ間

 「(E78)東九州自動車道」のうち
　　宮崎県境～志布志ＩＣ間　及び
　　隼人東IC～加治木ＪＣＴ・ＩＣ間

　　【事業区間などの道路名】
　　　油津･夏井道路（宮崎県境～夏井）

　　　日南･志布志道路（夏井～志布志ＩＣ）

　　　隼人道路（隼人東ＩＣ～加治木ＪＣＴ・ＩＣ）

 「(E3A)南九州西回り自動車道」
　　【事業区間などの道路名】
　　　芦北出水道路（熊本県境～出水ＩＣ）

　　　阿久根川内道路（阿久根ＩＣ～薩摩川内水引ＩＣ）

　　　鹿児島道路（市来IC～鹿児島西ＩＣ）

　　　など

 

【用語解説】

★　高規格幹線道路

Ⓐ　高速自動車国道

Ⓐ’ 高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路

　※別紙の参考①「高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路の考え方」を参照ください。

Ⓑ　一般国道の自動車専用道路

　※別紙の参考②「一般国道自動車専用道路の考え方」を参照ください。

　本県内の高規格幹線道路の 「(E3)九州縦貫自動車道」，「(E78)東九州自動車道」，「(E3A)南九州西回り自動車道」
は，下図のとおり位置づけられています。

高速道路  ★ 高規格幹線道路  Ⓐ 高速自動車国道

 Ⓐ’ 高速自動車国道に並行する

 　　一般国道の自動車専用道路

 Ⓑ 一般国道の自動車専用道路

 　 (本州四国連絡道路を含む）

　自動車の高速交通の用に供する道路で，全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し，国の利害に特に重大な関
係を有する道路です。

　渋滞解消や防災対策など国道が有する課題に緊急に対応する観点から，一般国道のバイパスを，高速自動車国
道との二重投資を避けるために自動車専用道路として整備し，高速自動車国道の機能を当面代替することが可能な
路線です。

　高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成する道路です。

その他の自動車専用道路
 都市圏自動車専用道路
 （都市高速）

 上記以外の自動車専用道路

　一般的に、自動車が高速で走れる構造で造られた自動車専用道路のことを指し，昭和62年6月に閣議決定された
第四次全国総合開発計画に高規格幹線道路として位置づけられました。全国の都市・農村地区から概ね１時間程
度で利用が可能となるように約14,000kmの道路網で形成されています。【国土交通省HPから引用】
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参考①：国土交通省資料
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参考②：国土交通省資料


